
有限会社ニコニコ
平成30年11月 7日 協定書交換式

令和元年 6月26日 第１回森づくり活動

令和２年 森林組合へ委託により植栽

令和３年 森林組合へ委託により植栽

•八戸市南郷大字島守地内所在地

•平成30年11月7日から３年間協定期間

•０．３０ha協定面積

•ミズナラの植栽及び保育（下刈）取組内容

•有限会社 ニコニコ（八戸市）協定者

森林整備計画地である八戸市市民の森不習岳(ならわずだけ)は、八戸市南郷に位置し、市
民の保健休養、レクリエーションの場として利用されているほか、同市の重要な水源の一つで
もあることから森林の保全が図られています。

有限会社ニコニコは、この地域の自然環境保全に資するため、周辺に広く分布するミズナラ
の植栽を行うこととしています。

ミズナラの苗木３００本をみんなで植えました！協定書交換式


